
羽村市競争入札参加資格者指名停止措置基準を定める要綱 

 

令和5年10月18日羽総契発第9917号 

 

　羽村市競争入札参加資格者指名停止措置基準（平成１２年羽企管発第９１８９号）の全部を改正

する。 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、市における契約事務の厳正な執行を確保するため、羽村市契約事務規則（昭

和３９年規則第１５号）第３２条第１項に規定する指名業者登録名簿に登載された者及び羽村市

小規模等随意契約希望事業者登録取扱要綱（平成２２年羽総契発第７７２３号）第４条第２項に

規定する登録者名簿に登載された者（以下「有資格者」と総称する。）に対する指名停止等の措

置の基準を定めるものとする。 

（指名停止等の措置） 

第２条　市長は、有資格者について別表の左欄に掲げる措置要件（以下「措置要件」という。）の

いずれかに該当する事由が生じたときは、当該有資格者に対し、同表及び第５条に定めるところ

によりその事情に応じ期間を定めて、指名停止の措置（以下「指名停止」という。）を行うもの

とする。ただし、第６条に定める場合には、当該有資格者のうち当該事由が生じた部門に対して

のみ指名停止を行うことができる。 

２　市長は、前項の規定により指名停止を行ったときは、当該指名停止の期間が満了するまでの間

（以下「指名停止期間中」という。）、当該有資格者を指名してはならない。この場合において、

当該有資格者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。 

３　市長は、指名停止期間中の有資格者が市の発注する契約に係る全部若しくは一部を下請し、又

は受託することを承認してはならない。 

４　第１項の規定にかかわらず、市長は、措置要件に該当する事由が軽微なものであるときは、同

項の指名停止に代えて、注意喚起を行うことができる。 

（指名停止期間中の有資格者に対する指名の特例） 

第３条　市長は、前条第２項の規定にかかわらず、契約の内容等を考慮して特に必要と認める場合

に限り、指名停止期間中の有資格者に対し、当該契約に係る指名をすることができる。 

（指名停止の手続） 

第４条　市長は、第２条第１項の指名停止を行おうとするときは、別に定める羽村市契約事務協議



会（以下「協議会」という。）の協議を経るものとする。 

２　市長は、有資格者が別表の１の項又は４の（１）の項に掲げる措置要件に該当するときその他

特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第２条第１項の指名停止を行うため

に協議会の協議を経ることを要しない。 

（指名停止期間の特例） 

第５条　市長は、有資格者が同一の事由により措置要件の２以上に該当する場合には、当該措置要

件のうち最も長い期間となるものを適用し、指名停止の期間を定めるものとする。 

２　市長は、指名停止期間中の有資格者が新たに措置要件に該当することとなった場合には、別表

の規定にかかわらず、既に定めた期間を下らない範囲内で、指名停止の期間を定めるものとする。 

３　市長は、次のいずれかに該当する場合は、別表の右欄に定める期間の範囲内で、同欄の標準期

間に加算して指名停止の期間を定めることができる。 

（１）　有資格者が、別表の１の項、３の項、４の（１）の項又は４の（２）の項に掲げる措置

要件に該当し、指名停止期間中にある場合又は当該指名停止の期間の満了後３年を経過するま

での間にある場合であって、再び同一の措置要件に該当することとなったとき。 

（２）　有資格者が別表の４の（１）の項又は４の（２）の項に掲げる措置要件に該当する場合

であって、その社会的信用失つい行為に関し有資格者である個人若しくは法人の代表権を有す

る役員（代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。）が主導的役割を果たしたと

き又は当該社会的信用失つい行為が極めて広域的に行われたとき。 

（３）　その他市長が特に必要があると認めるとき。 

４　市長は、次のいずれかに該当する場合は、別表の右欄に定める期間の範囲内で、同欄の標準期

間よりも短縮して指名停止の期間を定めることができる。 

（１）　有資格者が別表の２の項又は３の項に掲げる措置要件に該当する場合で、事後処理が適

切になされたと認められるとき。 

（２）　その他市長が特に必要があると認めるとき。 

５　市長は、有資格者について極めて悪質な事由その他斟酌すべき特別な事由があると認めるとき

は、別表及び前各項の規定にかかわらず、その事情に応じ指名停止の期間を定めることができる。 

　（発生部門に対してのみ指名停止を行う場合） 

第６条　市長が有資格者のうち措置要件に該当する事由が生じた部門に対してのみ指名停止を行う

ことができる場合は、その該当する措置要件が別表の２の項又は３の項に掲げるものである場合

であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。 



（１）　土木部、建築部等のように社内的に責任体制が明確にされており、かつ、その責任者とし

て役員を充てている場合 

（２）　部門別格付、社内責任体制等を総合的に勘案して、前号の場合に準ずると認められる場合 

　（下請負人等に対する指名停止） 

第７条　市長は、第２条第１項の規定により、別表の２の項、３の項、４の（５）の項又は４の（７）

の項に掲げる措置要件に該当する有資格者に対し指名停止を行う場合において、当該指名停止の

責めを負うべき下請負人（有資格者に限る。）があることが明らかとなったときは、当該下請負

人に対しても指名停止を行うものとする。 

２　市長は、第２条第１項の規定により、別表の４の（１）の項又は４の（２）の項に掲げる措置

要件に該当する有資格者に対し指名停止を行う場合において、当該有資格者の全部又は一部が合

併、会社分割又は営業譲渡により他の有資格者に移行するときは、当該他の有資格者に対しても

指名停止を行うことができる。 

３　市長は、第２条第１項の規定により、別表の４の（１）の項に掲げる措置要件に該当する有資

格者に対し指名停止を行う場合において、当該措置要件に該当する事由が市の発注した契約に関

し生じたものであるときは、その逮捕又は起訴された個人又は法人の役員若しくは使用人が他の

有資格者の役員等（使用人を除く。）であるときに限り、当該他の有資格者に対しても指名停止

を行うことができる。 

４　市長は、第２条第１項の規定により指名停止を行う場合において、同項の有資格者が共同企業

体であるときは、当該共同企業体の構成員（有資格者に限る。）に対しても指名停止を行うもの

とする。ただし、明らかに指名停止の責めを負わないと認められる者を除く。 

５　市長は、第２条第１項の規定により指名停止を行う場合において、同項の有資格者が事業協同

組合等であるときは、当該事業協同組合等の構成員（有資格者に限る。）に対しても指名停止を

行うことができる。ただし、明らかに指名停止の責めを負わないと認められる者を除く。 

６　市長は、第２条第１項の規定により指名停止を行う場合において、同項の有資格者が共同企業

体又は事業協同組合等の構成員であるときは、当該共同企業体又は当該事業協同組合等（いずれ

も有資格者に限る。）に対しても指名停止を行うことができる。 

７　前各項の規定により行う指名停止の期間は、当該指名停止とともに行う第２条第１項の規定に

よる指名停止の期間の範囲内で定めるものとする。 

８　第２条第２項から第４項まで、第３条及び第４条の規定は、第１項から第６項までの規定によ

る指名停止について準用する。 



　（指名停止期間の変更） 

第８条　市長は、第２条第１項及び第７条第１項から第６項までの規定により指名停止を行った場

合において、必要があると認めるときは、指名停止期間中に限り、当該指名停止の期間の変更を

行うことができる。この場合において、当該変更は、当該指名停止に係る措置要件に応じ別表の

右欄に定める期間の範囲内で行うものとする。 

（指名停止の解除） 

第９条　市長は、指名停止期間中の有資格者が当該指名停止の責めを負わないことが明らかとなっ

たときは、当該指名停止の解除を行うものとする。 

（指名停止の通知） 

第１０条　市長は、第２条第１項及び第７条第１項から第６項までの規定により指名停止を行い、

第８条の規定により指名停止の期間を変更し、又は前条の規定により指名停止を解除したときは、

当該有資格者に対し遅滞なくその旨を通知するものとする。 

（公表） 

第１１条　市長は、第２条第１項及び第７条第１項から第６項までの規定により指名停止を行った

ときは、有資格者名、理由、指名停止期間等を公表するものとする。 

２　市長は、第８条の規定により指名停止の期間を変更したときは、変更内容に応じ、公表内容を

変更する。 

３　市長は、第９条の規定により指名停止を解除したときは、公表を取りやめる。 

（随意契約の相手方の制限） 

第１２条　市長は、指名停止期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第２号、第３号及び第４号の

規定による随意契約の場合は、当該有資格者を随意契約の相手方とすることができる。　　 

付　則 

　（施行期日） 

１　この要綱は、令和５年１０月１８日から施行する。 

　（羽村市小規模等随意契約希望事業者登録取扱要綱の一部改正） 

２　羽村市小規模等随意契約希望事業者登録取扱要綱の一部を次のように改正する。 

　　（次のよう略） 

 

 



別表（第２条関係） 
 措置要件 期間

 

１　贈賄

（１）　次に掲げる

者が、市職員に対す

る贈賄の容疑によ

り逮捕され、又は逮

捕を経ないで起訴

された場合

ア　有資格者である個人又は有

資格者である法人の代表権を有

する役員（代表権を有すると認め

るべき肩書を付した役員を含む。

以下「代表役員等」という。）

逮捕又は起訴を知った日から

１２月以上２４月以内（標準

２４月）

 イ　有資格者の役員又はその支

店若しくは営業所を代表する者

（常時、契約を締結する権限を有

する事務所等の長をいう。）でア

に掲げる者以外のもの（以下「一

般役員等」という。）

逮捕又は起訴を知った日から

９月以上２４月以内（標準１

８月）

 
ウ　有資格者の使用人で、ア及び

イに掲げる者以外のもの（以下

「使用人」という。）

逮捕又は起訴を知った日から

６月以上１８月以内（標準１

２月）

 （２）　次に掲げる

者が、東京都の区域

内における市以外

の公共機関（刑法

（明治４０年法律

第４５号）その他の

法律により、贈収賄

に関する規定の対

象となる機関をい

う。以下同じ。）の

職員に対する贈賄

の容疑により逮捕

され、又は逮捕を経

ないで起訴された

場合

ア　代表役員等

逮捕又は起訴を知った日から

６月以上１８月以内（標準１

２月）

 

イ　一般役員等

逮捕又は起訴を知った日から

４月以上１２月以内（標準９

月）

 

ウ　使用人
逮捕又は起訴を知った日から

３月以上９月以内（標準６月）

 

（３）　次に掲げる

者が、関東地方（東

京都内を除く）の区

域内における公共

機関の職員に対す

る贈賄の容疑によ

り逮捕され、又は逮

捕を経ないで起訴

された場合

ア　代表役員等

逮捕又は起訴を知った日から

４月以上１２月以内（標準９

月）

 

イ　一般役員等
逮捕又は起訴を知った日から

３月以上９月以内（標準６月）

 

ウ　使用人
逮捕又は起訴を知った日から

１月以上５月以内（標準３月）

 
（４）　次に掲げる

者が、上記（２）及

び（３）の区域外の

ア　代表役員等

逮捕又は起訴を知った日から

４月以上１２月以内（標準９

月）



 公共機関の職員に

対する贈賄の容疑

により逮捕され、又

は逮捕を経ないで

起訴された場合

イ　一般役員等
逮捕又は起訴を知った日から

１月以上６月以内（標準４月）

 

ウ　使用人
逮捕又は起訴を知った日から

１月以上３月以内（標準２月）

 

２　契約

（物品の

買入れに

関するも

のを除

く。）履行

上の事故

（１）　市発注の契

約履行上の事故の

場合

ア　事故を発生させ、公衆に死者

を出し、又は広範囲にわたる公衆

に損害を与え、社会的及び経済的

に損失が大きい場合

２月以上６月以内（標準４月）

 
イ　事故を発生させ、公衆に負傷

者を出し、又は事故周辺の公衆に

損害を与えた場合

１月以上３月以内（標準２月）

 ウ　事故を発生させ、従業員その

他の関係者（下請負人の従業員を

含む。以下同じ）に死者又は多数

の負傷者を出した場合

１月以上３月以内（標準２月）

 （２）　市発注の契約する契約以外の契約において事

故を発生させ、公衆又は従業員その他の関係者に多数

の死傷者を出すなど、社会的及び経済的に損失が著し

く大きい場合

１月以上５月以内（標準３月）

 

３　契約

履行成績

不良等

（１）　羽村市工事

等成績評定基準（平

成５年羽総検発第

２５２７号）第３条

第１項に該当する

契約（同条第２項に

該当するものは除

く。）において、契

約履行成績が不良

であると認められ

る場合

ア　羽村市工事等成績評定基準

第４条各号により行った検査評

定（以下、検査評定という。）が

４０点未満

１月以上１２月以内（標準９

月）

 イ　検査評定が４０点以上５０

点未満

１月以上１２月以内（標準６

月）
 ウ　検査評定が５０点以上５５

点未満

１月以上１２月以内（標準３

月）
 

エ　検査評定が５５点以上６０

点未満

１月以上１２月以内（標準１

月）

 
（２）　市発注の工事契約において、施工にあたり、

工事を粗雑にしたと認められる場合

１月以上１２月以内（標準９

月）

 
（３）　その他市発注の工事契約において、その履行

に際し著しく適性を欠く行為があったと認められる場

合

１月以上６月以内（標準３月）

 

４　契約

に関連す

る違法行

為等によ

る社会的

信用失つ

い行為

（１）　有資格者で

ある個人、有資格者

である法人又はそ

の法人の役員、若し

くは使用人が、談合

又は競売入札妨害

で刑法又は私的独

占の禁止及び公正

取引の確保に関す

る法律（昭和２２年

ア　市発注の契約に関するもの

逮捕又は起訴を知った日から

９月以上２４月以内（標準１

８月）
 

イ　市発注の契約を除く関東地

方におけるもの

逮捕又は起訴を知った日から

４月以上１８月以内（標準９

月）
 

ウ　イの区域外におけるもの

逮捕又は起訴を知った日から

２月以上１０月以内（標準５

月）



 法律第５４号）に違

反した容疑により

逮捕され、又は逮捕

を経ないで起訴さ

れた場合
 （２）　私的独占の

禁止及び公正取引

の確保に関する法

律に違反（（１）の

場合を除く）し、契

約の相手方として

不適当であると認

められる場合

ア　市発注の契約に関するもの
７月以上２４月以内（標準１

４月）

 
イ　市発注の契約を除く関東地

方におけるもの

３月以上１４月以内（標準７

月）

 
ウ　イの区域外におけるもの ２月以上８月以内（標準４月）

 （３）　公職にある

者等のあっせん行

為による利得等の

処罰に関する法律

（平成１２年法律

第１３０号）に違反

（契約に関わるも

のに限る。）し、契

約の相手方として

不適当であると認

められる場合

ア　市発注の契約に関するもの
３月以上１２月以内（標準６

月）

 
イ　市発注の契約を除く関東地

方におけるもの

２月以上１２月以内（標準４

月）

 

ウ　イの区域外におけるもの １月以上６月以内（標準２月）

 
（４）　建設業法

（昭和２４年法律

第１００号）に違反

し、国土交通大臣又

は都道府県知事か

ら営業停止処分を

受けた場合

ア　市発注の契約に関するもの ３月以上９月以内（標準４月）

 
イ　市発注の契約を除く関東地

方におけるもの
２月以上６月以内（標準３月）

 
ウ　イの区域外におけるもの １月以上３月以内（標準２月）

 
（５）　労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）

違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴

された場合

１月以上３月以内（標準２月）

 （６）　有資格者で

ある個人、有資格者

である法人又はそ

の法人の役員若し

くは使用人が、契約

に関わる法令違反

の容疑により逮捕

され、又は逮捕を経

ないで起訴された

場合

ア　市発注の契約に関するもの
３月以上１２月以内（標準６

月）

 
イ　市発注の契約を除く関東地

方におけるもの

２月以上１２月以内（標準４

月）

 

ウ　イの区域外におけるもの １月以上６月以内（標準２月）

 
（７）　その他違法行為等により著しく社会的信用を

失墜したと認められる場合
１月以上９月以内（標準２月）



 
５　虚偽記載等（市発注の契約に係る指名競争入札又は制限付一般

競争入札において、当該入札に係る競争入札参加資格確認申請書、

競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載

をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合）

１月以上１２月以内（標準６

月）

 
６　不誠実な行為（落札後、正当な理由がなく契約を締結しない場

合）

１月以上１２月以内（標準６

月）

 

７　その

他不正な

行為

（１）　厳格管理情報を不正に入手した場合
３月以上１２月以内（標準６

月）

 （２）　第２条第４項の規定による注意を受けてから

１年以内に２回目の注意を受けた場合（３回目以後は

前回の注意を受けてから１年以内に再度注意を受けた

場合）

１月以上１２月以内（標準１

月）

 
（３）　４及び６に掲げる場合のほか、これらに準ず

る不正な行為をし、契約の相手方として不適当である

と認められる場合

１月以上１２月以内


